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【手続補正書】
【提出日】平成21年7月15日(2009.7.15)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　頭部を有するロッドから成り、このロッドの自由端に着脱可能な保持部材が取り付けら
れた、鍼反射療法用の針であって、
　ロッド頭部が、空間幾何学的構造体の形状で塊状に設計され、
　保持部材が、空間幾何学的構造体の形状で塊状に設計された、
　鍼反射療法用の針。
【請求項２】
　ロッド頭部及び／又は保持部材は、プレート形状又は環形状を有している、
　請求項１に記載の針。
【請求項３】
　少なくとも１つのピンが、頭部及び／又は保持部材表面に設計された、
　請求項１に記載の針。
【請求項４】
　保持部材が、穴部を有するフードの形状に設計された、
　請求項１に記載の針。
【請求項５】
　ロッド頭部及び／又はフードが、球体又は柱体又は錐体の形状に設計された、
　請求項１、３から４のいずれか１つに記載の針。
【請求項６】
　頭部及び／又はフードが、三角形又は四分円形又は多角形又は円形の形状に設計された
、
　請求項１から４のいずれか１つに記載の針。
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【請求項７】
　頭部及び／又はフードが、図案化された、花又はハートの形状に設計された、
　請求項１から４のいずれか１つに記載の針。
【請求項８】
　頭部がロッドに着脱可能に取り付けられることを特徴とする、
　請求項１から４のいずれか１つに記載の針。
【請求項９】
　ロッドの自由端が尖鋭に設計されることを特徴とする、
　請求項１から４のいずれか１つに記載の針。
【請求項１０】
　頭部を有するロッドから成っており、そのロッドの自由端にフード形状の着脱可能な保
持部材が取り付けられている、鍼反射療法用の針であって、
　ロッド頭部及び／又はフードが、塊形状を有し且つ空間幾何学的構造体の形状に作られ
ており、ロッド頭部及びフードの一方又は両方に、小型おもりを有する少なくとも１つの
懸吊部材が、着脱可能に固定された、
　鍼反射療法用の針。
【請求項１１】
　小型おもりを有する複数の懸吊部材の存在下で、懸吊部材が、類似の或いは異なる長さ
を有し、おもりが、類似の或いは異なる重量を有する、
　ことを特徴とする請求項１０に記載の針。
【請求項１２】
　小型おもりが、平坦な或いは塊状の形状を有することを特徴とする、
　請求項１０に記載の針。
【請求項１３】
　塊状の、頭部及び／又はフード及び／又は小型おもりが、中空又は中実に設計されるこ
とを特徴とする、
　請求項１０又は１２に記載の針。
【請求項１４】
　ロッド頭部及び／又はフード及び／又は小型おもりが、小球体、柱体、錐体又は多角形
体の形状に設計される、
　ことを特徴とする請求項１０又は１２に記載の針。
【請求項１５】
　頭部及び／又はフード及び／又は小型おもりが、円形、三角形、四分円形又は多角形の
形状に設計される、
　ことを特徴とする請求項１０又は１２に記載の針。
【請求項１６】
　頭部及び／又はフード及び／又は小型おもり、の表面に、少なくとも１つのピンが設計
される、
　ことを特徴とする、請求項１０に記載の針。
【請求項１７】
　頭部が、ロッドに着脱可能に取り付けられる、
　ことを特徴とする請求項１０に記載の針。
【請求項１８】
　懸吊部材が、小鎖の形状に設計される、
　ことを特徴とする、請求項１０に記載の針。
【請求項１９】
　頭部、ロッド、及び、ロッドの自由端に取り付けられた着脱可能な保持部材を備えてい
る、鍼反射療法用の針において、
　保持部材が、当該保持部材をロッドの自由端に固定するための穴部を有するフードの形
状をしており、
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　保持部材の高さが０．１５ｍｍ以上であり、ロッドの長さが５ｍｍ以上であり、ロッド
の直径が０．０８ｍｍ以上であり、針の重量が０．０１ｇ以上である、
　ことを特徴とする、鍼反射療法用の針。
【請求項２０】
　頭部及び／又は保持部材が、プレート形状又は塊形状を有していることを特徴とする、
　請求項１９に記載の針。
【請求項２１】
　頭部及び／又は保持部材が、中空又は中実に設計されたことを特徴とする、
　請求項１９に記載の針。
【請求項２２】
　頭部が、ロッドに着脱可能に取り付けられたことを特徴とする、
　請求項１９に記載の針。
【請求項２３】
　１以上の曲線状突起部が、耳介に接触する、頭部及び／又は保持部材の表面に形成され
ており、
　頭部及び／又は保持部材の表面が、例えば、鈍端を有する少なくとも１つのピンの形状
であることを特徴とする、
　請求項１９に記載の針。
【請求項２４】
　頭部及び／又は保持部材に、おもりを有する懸吊部材が、フードとして固定されたこと
を特徴とする、
　請求項１９に記載の針。
【請求項２５】
　頭部が、耳介の外側で可撓性のある結合部を用いて着脱可能な保持部材に結合されたこ
とを特徴とする、
　請求項１９に記載の針。
【請求項２６】
　ロッドの表面が、平滑あるいは曲線状に設計されていることを特徴とする、
　請求項１９に記載の針。
【請求項２７】
　ロッドが、直線状又は波形形状に設計されていることを特徴とする、
　請求項１９に記載の針。
【請求項２８】
　曲線状ロッドが、互いに一定の間隔を置いて配置された環状突起部を用いて設計された
ことを特徴とする、
　請求項１９に記載の針。
【請求項２９】
　曲線状ロッドが、多面体から成るように設計されたことを特徴とする、
　請求項１９に記載の針。
【請求項３０】
　曲線状ロッドの表面に、切り込み部、又は、あや目引き部が、設計されたことを特徴と
する、
　請求項１９に記載の針。
【請求項３１】
　曲線状ロッドが、その自由端方向に尖部が向いた錐体から成るように設計されたことを
特徴とする、
　請求項１９に記載の針。
【請求項３２】
　ロッドの自由端が尖鋭に設計されることを特徴とする、
　請求項１９に記載の針。
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【請求項３３】
　患者に対して生物学的に中性な材料、例えば、金、銀又は鋼合金で設計された、
　請求項１９に記載の針。
【請求項３４】
　鍼部材及び指圧部材を備える鍼反射療法用のデバイスであって、
　鍼部材が、針ロッドの形状に設計されており、
　指圧部材が、空間幾何学的構造体の形状に設計されており、直接に或いは結合部材を通
じて、前記ロッドの一端に非着脱式に結合されると共に、保持部材を介して前記ロッドの
他端に着脱可能に結合された、
　鍼反射療法用のデバイス。
【請求項３５】
　指圧部材が、プレート形状に設計されていることを特徴とする、
　請求項３４に記載のデバイス。
【請求項３６】
　空間幾何学的構造体が、円形又は三角形又は四角形又は多角形の断面を有する、
　ことを特徴とする請求項３４に記載のデバイス。
【請求項３７】
　指圧デバイス部材の外面に、曲線部が、形成される、
　ことを特徴とする請求項３４に記載のデバイス。
【請求項３８】
　ロッドが、曲線状又は波形又はジグザグ形に設計される、
　ことを特徴とする請求項３４に記載のデバイス。
【請求項３９】
　ロッド、結合部材及び保持部材が、１つの部材として一体的に設計される、
　ことを特徴とする請求項３４に記載のデバイス。
【請求項４０】
　結合部材に対するロッドの非着脱式結合点に、少なくとも１つのばねコイルが形成され
る、
　ことを特徴とする請求項３４又は３９に記載のデバイス。
【請求項４１】
　頭部を有するロッドを備える鍼反射療法用の針であって、
　ロッド全体又はロッドの自由端が、屈曲されたロッド自由端から保持部材を形成する可
能性を持つ、可塑性を有する材料で設計されている、
　ことを特徴とする鍼反射療法用の針。
【請求項４２】
　保持部材が、ロッドに、保持部材の屈曲された端部が巻き付けられた形状に形成される
、
　ことを特徴とする請求項４１に記載の針。
【請求項４３】
　保持部材が、絡み合い又は少なくとも１つのコイル巻の形状に設計される、
　ことを特徴とする請求項４１に記載の針。
【請求項４４】
　ロッドが、金属、例えば、金、銀、合金鋼又は金属の合金で設計される、
　ことを特徴とする請求項４１に記載の針。
【請求項４５】
　ロッドが、ポリマー材料で設計される、
　ことを特徴とする請求項４１に記載の針。
【請求項４６】
　ロッドが、異なる材料の組合せで設計される、
　ことを特徴とする請求項４１に記載の針。
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【請求項４７】
　ロッドが、金属先端部を有するゴムで設計される、
　ことを特徴とする請求項４６に記載の針。
【請求項４８】
　針の自由端、即ち、先端が、形状記憶金属合金で設計される、
　ことを特徴とする請求項４６に記載の針。
【請求項４９】
　ロッドの形状に設計された鍼反射療法用の針であって、
　ロッド全体又はロッドの両末端部が、屈曲されたロッド両末端部から保持部材を形成す
る可能性を持つ、可塑性を有する材料で設計されている、
　ことを特徴とする鍼反射療法用の針。
【請求項５０】
　保持部材の一方又は両方が、ロッドに、保持部材の屈曲された端部が巻き付けられた形
状に設計される、
　ことを特徴とする請求項４９に記載の針。
【請求項５１】
　保持部材の両方が、絡み合い又は少なくとも１つのコイル巻の形状に設計される、
　ことを特徴とする、請求項４９に記載の針。
【請求項５２】
　針のロッドが、金属、例えば、金、銀、合金鋼又は金属の合金で設計される、
　ことを特徴とする請求項４９に記載の針。
【請求項５３】
　ロッドが、ポリマー材料で設計される、
　ことを特徴とする請求項４９に記載の針。
【請求項５４】
　ロッドが、異なる材料の組合せで設計される、
　ことを特徴とする請求項４９に記載の針。
【請求項５５】
　ロッドが、金属先端部を有するゴムで設計される、
　ことを特徴とする請求項５４に記載の針。
【請求項５６】
　針の両末端部、即ち、先端が、形状記憶金属合金で設計される、
　ことを特徴とする請求項５４に記載の針。
【請求項５７】
　身体の美容矯正のための、請求項１～５６のいずれか１つに記載の鍼反射療法用の針又
はデバイスの使用。
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